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中央環境審議会の見直し等について 

 

 

 中央環境審議会においては、従前より効率的な審議会運営

を目指し、様々な措置を講じてきたところであるが、平成 25

年 2 月の措置に引き続き、さらなる審議の充実化を図るため、

下記のとおり、部会の統廃合を実施するもの。 

 

 

 

＜今回の見直し概要＞ 

○部会の見直し  ９部会 → ８部会 

 

  水環境部会 

    ＋          水環境・土壌農薬部会 

  土壌農薬部会 

 

 

 

 

※前回[平成 25 年 2 月]の見直し概要 

 ○部会の見直し  １１部会 → ９部会 

   大気環境部会 

     ＋          大気・騒音振動部会 

   騒音振動部会 

   自然環境部会 

     ＋          自然環境部会 

   野生生物部会 


